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【方法２１】 「分社化」して 

会社のキャッシュを最大化する！（２） 
 

 

消費税をガツンと削減できる方法は大きく２つ！ 

ご存知のとおり、消費税増税が決まり、平成３１年１０月１日より現行の１.２５倍の負担増になります。とな

ると、「消費税をなんとか減らせないか？」と考えるわけですが、消費税はもっとも節税しづらい税金のひと

つです。課税事業者だと消費税は黒字だろうが赤字だろうが、関係なく「売上」にかかってくる税金だから

です。このことから結局、消費税をガツンと削減できる方法は大きく２つになります 

 

１．分社化する（原則課税・簡易課税ともに有効） 

２．外注費を計上する（原則課税のみ有効） 

 

原則課税と簡易課税（前々事業年度の課税売上高が 5,000万円以下） 

消費税の納税額の計算には「原則課税」と「簡易課税」の２種類あります。原則課税は預かり消費税

から支払い消費税を差し引いて納税額を計算します。簡略化すると、税率８％として、原則課税では税

込１,０８０円で仕入れた品物を、税込２,１６０円で売ると、１６０円が預かり消費税、８０円が支払い消費

税となり、差引８０円を納税します。 

一方、簡易課税は預かり消費税に、「みなし仕入れ率」を乗算した額を、支払い消費税として納税額

を計算します。例えば、サービス業はみなし仕入れ率５０％（第５業種）です。課税売上２,０００万円なら

預かり消費税は１６０万円（２,０００万円×８％）、支払い消費税は８０万円（１６０万円×５０％）となり、差

引８０万円を納付するわけです。 

 

業種 みなし仕入れ率 

第 1種（卸売業） 90％ 

第 2種（小売業） 80％ 

第 3種（製造業他） 70％ 

第 4種（飲食業他） 60％ 

第 5種（サービス業他） 50％ 

第 6種（不動産業） 40％ 

1 

 

 今回は２つの方法のうち分社化による消費税削減効果について採り上げます。ロジックは簡単です。事

業の一部を切り離して分社化し、もう１社を消費税の「免税事業者」にする。原則課税であっても、簡易課

税であっても、これでかなりの額の消費税が削減できます。例えば、 
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■ 分社化による消費税軽減効果 

課税売上３,０００万円の会社１社のみと、課税売上２,１００万円の会社と課税売上９００万円の会社２社

を経営しているケースで比べてみます。いずれの会社も簡易課税方式で、業種は第５業種（サービス業）

とします。両社の消費税の違いを見てみましょう。 

 

内訳 1社 2社 

課税売上 3,000万円 2,100万円 900万円 

消費税 120万円 84万円 0万円 

計 120万円 84万円＋0万円＝84万円 

差額 36万円 

 

さらに、もう１社あったとすると… 

 

内訳 1社 3社 

課税売上 3,000万円 1,500万円 900万円 600万円 

消費税 120万円 60万円 0万円 0万円 

計 120万円 60万円＋0万円＋0万円＝60万円 

差額 60万円 

 

■ 消費税の免税事業者とは？ 

消費税は前々事業年度に１,０００万円を超える課税売上高がある事業者が「課税事業者」となります。

逆にその基準を満たさなかった事業者は「免税事業者」となり、消費税納付を免除されることになります。

また、新設法人に関しては基準期間がないため、初年度と次年度は自動的に「免税事業者」となります。 

 

しかし、資本金や出資金が１,０００万円を超える法人は免除されない特例があります。１,０００万円を超

えない場合でも初年度の上半期（６ヶ月間）の課税売上高または給与などの支払額が１,０００万円を超え

れば２年目でも「課税事業者」になります。 

 

ということは、です。「資本金１,０００万円以内」で「新設法人」を作って「課税売上１,０００万円以内」にす

れば、消費税はずっと納めなくて済むことになるわけです。 

 

ちなみに、「消費税免税事業者でも顧客に消費税を請求してもよいのか？」と疑問に思う方もいるかも

しれせんが、免税事業者でも消費税は請求できます。これは免税業者も支払面では消費税を負担して

おり、消費税還付を受けられないことへの配慮です。 
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【手取り最大化コンサルティング】 

 事前診断受付中！ 

 

 

あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？  

 

最後までレポートをお読みいただきまして、ありがとうございました。オーナー社長であれば誰もが手元

に残るキャッシュを増やしたいと考えているのではないでしょうか。なぜなら、会社に何かあったとき最終

的に頼りになるのは“社長個人の財産”だからです。 

 

通常、社長の「手取り」を増やすには報酬を上げるしかありません。しかし、報酬を上げれば、そこには

「税金」と「社会保険料」の高額な負担が待っています。国は「給与所得控除」の縮小などで個人課税を強

化していますし、社会保険料も３１.５％（労使合計）の負担割合になります。ゆえに、今後ますます「稼い

でもお金が残らない・・・」という状況が続きます。 

 

そこで、どうするか？ 

ぜひこのレポートに書かれた方法を検討してみてください。このレポートはまさに「稼いでもお金が残ら

ない・・・」という社長のために、私どものコンサルティング手法の一部を公開したものです。私どもは「税

金」と「社会保険」のプロとして、あなたの手取りを最大化するお手伝いをしたいと考えています。 

 

その第一歩として、まずは完全無料で「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」を事前診断させ

ていただけないでしょうか。診断結果はレポート形式で分かりやすく作成された私どもオリジナルの【社長

の手取り最大化シミュレーション】でお知らせします。論より証拠です。実際、私どものコンサルティングで

「手取りがどう増えるのか？」を【社長の手取り最大化シミュレーション】で見ていただきましょう。 

 

 

無料 
完全 
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これは、役員報酬９００ 万円の社長のケースです。ご覧のとおり、【対策前】と【対策後】とでは社長の手

取りは「年額１,７０５,７１０円」アップしています。５年間でみると「累計８,５２８,５４８円」です。一方、会社に

しても法人負担分が「年間３０１,６０２円」減少しています。５年間でみると「累計１,５０８,００８円」です。すな

わち、社長、会社ともに手元に残るキャッシュは増えているわけです。その額は「年額２,００７,３１１円」、５

年間でみると「累計１０,０３６,５５６円」にもなります。 

 

いかがでしょうか？ 

このケースと同じように、あなたの手取りも“年間百万単位”で増やせるかもしれません。ただし、手取り

増加効果（増加額）は人によって異なります。現在の報酬金額やその他の条件によって手取り増加効果

は大きく変わってくるからです。従いまして、「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」をご報告させ

ていただくために、まずは事前診断をご利用いただきたいのです。 

 

その結果をもとに、私どもコンサルティングを導入するかをご検討ください。私どものコンサルティングに

は初期費用は一切かかりません。報酬については実際にあなたが私どものコンサルティングを導入いた

だき、その効果を検証していただいた場合のみ発生します。それ以外の費用（事前診断費、資料作成

費、交通費など）は何もかも不要です。 

 

【手元キャッシュ最大化コンサルティング｜導入までの流れ】 
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私どもの目的はあなたと会社の手元に残るキャッシュを最大化することです。そのお手伝いをすること

で報酬をいただいております。従って、事前診断の結果、「効果が期待できない」と分かれば、大変申し

訳ないのですが、逆に今回のご提案はなかったことにさせてください。あなたにとって「大きな効果が期待

できる」場合に限り、ご提案させていただきます。 

 

■ 私どもからご提案はいたってシンプルです！ 

私どもからのご提案はシンプルです。私どもでは書面上の手続きだけで、社長と会社の手元に残るキャ

ッシュを最大化するコンサルティングをご案内しております。うまくすれば百万単位で手元キャッシュを増

やせるかもしれません。以下の「ヒアリングシート」で事前診断できるのですが、いかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしあなたの答えが「興味アリ」であれば、今すぐ同封の「ヒアリングシート」をご返送ください。あなたに

デメリットもリスクもなし、あるのはコンサル実行後に増える“キャッシュ”だけです。しかも、そのメリットを享

受するために必要なのは、たったひと言、あなたが「と・り・あ・え・ず」とおっしゃって、、、 

 

《 同封の「ヒアリングシート」を私どもにＦＡＸしていただくことです 》 

 

ぜひあなたも手元に残るキャッシュを最大化されて、有効な事業活動やプライベートにお役立てくださ

い。あなたから「ヒアリングシート」が届くのを、こころよりお待ちしております。 

 

 

（ここまで完全無料です） 

 

社長の手取り最大化 

シミュレーションお申込み 

「ヒアリングシート」をご記入 

のうえ FAX にてご返信 

社長の手取り増加額及び 

導入効果をご報告 

「経済効果アリ」との判断 

なら詳細説明の訪問 

シミュレーション 手元キャッシュ最大化 

コンサルのご提案 の結果報告 
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